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四
十
五
条

第
百
四
十
九
条
）

五
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を
「
課

八
条
第
一
項
中
「
会
計
伝
票
に
つ

口
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四

す
る
。

次
中
「
第
一
節

通
則
（
第
十
五

条
」
を
「
・
第
百
三
十
五
条
」
に

条
）

」
に
、
「
第
八
章

経
理
状

第
一
節

経
理

第
二
節

決
算

口
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一

目

次

業
管
理
規
程

口
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

企

業

週
火
・
金
曜
日
発
行

」
に
改
め
る
。

長
及
び
所
長
」
に
改
め
る
。

い
て
は
勘
定
科
目
別
に
、
仕
訳

十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第

条

第
十
七
条
）
」
を
「
第
一

、
「
第
七
章

予
算
」
を
「
第第

況
の
報
告
及
び
決
算

状
況
の
報
告
（
第
百
四
十
五
条

（
第
百
四
十
六
条

第
百
四
十

改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ

山
口
県
公
営
企
業
管
理

部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

正
す
る
管
理
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…

局

日
計
表
及
び
証
拠
と
な
る
べ
き

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

節

削
除
」
に
、
「

第
百
三

六
章
の
二

引
当
金
（
第
百
三

七
章

予
算

）九
条
）
」
を
「
第
八
章

決
算

う
に
定
め
る
。

者

弘

中

勝

久

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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平 成 年
月 日

（月曜日）

第
二
十
条
第
一
項
中
「
と
き

「
当
該
調
定
に
係
る
収
入
回
議

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を
「

第
十
八
条

課
長
及
び
所
長
は

定
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う

べ
き
金
額
、
納
入
義
務
者
等

の
収
納
が
行
わ
れ
る
と
き
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

課
長
及
び
所
長
は
、
前
項

事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な

第
十
九
条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
四
条

企
業
出
納
員
は
、

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

い
。

第
三
章
第
一
節
を
次
の
よ
う

第
一
節

削
除

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改

（
調
定
）

五

有
価
証
券
整
理
簿

六

企
業
債
台
帳

七

貯
蔵
品
保
管
簿

八

固
定
資
産
台
帳

第
十
条
中
「
前
条
第
一
項
第

号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改

（
科
目
の
更
正
）

書
類
に
つ
い
て
は
日
付
順
に
、

る
。第

九
条
第
一
項
各
号
を
次
の

一

総
勘
定
元
帳

二

予
算
執
行
整
理
簿

三

小
切
手
用
紙
受
払
整
理

四

別
段
預
金
収
入
支
出
整

（
」
を
「
と
き
は
、
」
に
、
「
除

書
」
を
「
調
定
に
係
る
振
替
伝
票

（
振
替
伝
票
の
確
認
）
」
に
改
め

、
そ
の
所
管
に
属
す
る
事
項
に
係

と
す
る
と
き
は
、
収
入
の
根
拠
及

を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
添
付
し

、
収
入
伝
票
。
以
下
こ
の
節
に
お

の
規
定
に
よ
り
決
裁
を
受
け
た
と

ら
な
い
。

整
理
済
み
の
予
算
科
目
又
は
勘
定

ず
、
直
ち
に
振
替
伝
票
を
発
行
し

に
改
め
る
。

削
除

め
る
。

三
号
、
第
四
号
及
び
第
十
号
」
を

め
る
。

そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
日
付

よ
う
に
改
め
る
。

簿理
簿

一

く
。
）
は
、
」
を
「
除
き
」
に

」
に
改
め
る
。

、
同
条
第
一
項
中
「
当
該
収
入
回

る
収
入
の
調
査
決
定
（
以
下
「

び
所
属
年
度
、
収
入
科
目
、
納
入

た
振
替
伝
票
（
調
定
と
同
時
に
収

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
決
裁
を
受

き
は
、
予
算
執
行
整
理
簿
に
必
要

科
目
に
誤
り
を
発
見
し
た
と
き
は

、
こ
れ
を
更
正
し
な
け
れ
ば
な
ら

「
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

順
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を

、議 調す入けな 、な 七 削

企

業

局
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け
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第
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必第

第
三第

三
十

る
。第

県 報

な
２

第
第
二第第

伝
票

じ
。

（号 外 ）

書
の第

を
受

２
第

（
調

第
二度

七
十
一
条
中
「
振
替
回
議
書
又
は

七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
中
「
翌

十
六
条

削
除

三
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
第
五

職
員
の
所
属
す
る
事
業
所
の
長
」

四
十
二
条
中
「
企
業
出
納
員
」
を

五
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
条

削
除

六
十
六
条
の
二
中
「
、
毎
日
」
を

七
十
条
中
「
返
納
回
議
書
」
を

課
長
及
び
所
長
は
、
前
項
の
規
定

要
な
事
項
を
記
入
し
、
当
該
振
替

三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

十
四
条

削
除

三
十
五
条
の
見
出
し
を
「
（
振
替

三
条
第
二
項
」
に
、
「
当
該
支
出

三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

い
。

第
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規

二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

十
七
条

削
除

二
十
八
条
中
「
過
誤
納
金
還
付
回

三
十
三
条
第
一
項
中
「
支
出
回
議

（
現
金
の
支
払
を
伴
う
支
出
に

）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次

」
を
「
当
該
振
替
伝
票
に
」
に
改

二
十
二
条
中
「
調
定
し
た
」
を

け
て
、
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の

第
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規

二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

定
額
以
外
の
調
定
の
更
正
）

十
四
条

課
長
及
び
所
長
は
、

、
会
計
名
又
は
予
算
科
目
に
誤
り

収
入
回
議
書
」
を
「
振
替
伝
票

日
中
」
を
「
一
週
間
ご
と
」
に

号
」
を
「
前
項
第
六
号
」
に
改

を
「
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

「
課
長
又
は
所
長
」
に
改
め
る

削
る
。

「
収
入
伝
票
」
に
改
め
る
。

に
よ
り
決
裁
を
受
け
た
と
き
は

伝
票
を
企
業
出
納
員
に
回
付
し

。伝
票
の
確
認
）
」
に
改
め
、
同

回
議
書
」
を
「
当
該
振
替
伝
票

。 定
に
よ
る
更
正
に
つ
い
て
準
用

。議
書
」
を
「
支
払
伝
票
」
に
改

書
」
を
「
債
権
者
の
請
求
書
そ

あ
つ
て
は
、
支
払
伝
票
。
次
項
及

の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
三
項

め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

「
調
定
を
し
た
」
に
改
め
、
「
収

一
項
を
加
え
る
。

定
に
よ
る
調
定
に
つ
い
て
準
用

。
調
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該

を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に

又
は
収
入
伝
票
」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

め
、
同
項
の
表
中
「
支
給
を
受

。 、
直
ち
に
予
算
執
行
整
理
簿
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削

す
る
。

め
る
。

の
他
の
書
類
を
添
付
し
た
振
替

び
第
三
十
五
条
に
お
い
て
同

を
削
る
。

入
額
異
動
回
議
書
に
よ
り
決
裁

す
る
。

調
定
に
係
る
収
入
の
所
属
年

こ
れ
を
更
正
し
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
予
算
に
関
す
る
説

に
よ
る
。

第
百
三
十
六
条
の
前
に
次
の

第
六
章
の
二

引
当
金

第
百
三
十
六
条
を
次
の
よ
う

（
退
職
給
付
引
当
金
の
計
上
方

第
百
三
十
六
条

退
職
給
付
引

企
業
職
員
（
同
日
に
お
け
る

た
場
合
に
支
給
す
べ
き
退
職

第
百
三
十
七
条
の
四
に
次
の

第
百
九
条
第
三
項
中
「
振
替

第
百
十
七
条
第
一
号
中
「
船

用
権
」
の
下
に
「
、
リ
ー
ス
資

産
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
第
二
項
中
「

中
「
振
替
回
議
書
に
よ
り
決
裁

第
百
三
十
二
条
第
二
項
後
段

第
百
三
十
五
条
中
「
第
八
条

第
九
十
五
条
に
次
の
一
項
を

６

課
長
及
び
所
長
は
、
前
項

業
出
納
員
に
回
付
し
な
け
れ

第
九
十
六
条
第
二
項
を
削
る

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
た

該
た
な
卸
資
産
出
庫
回
議
書
に

上
、
当
該
た
な
卸
資
産
出
庫
回

を
「
振
替
伝
票
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
課

り
、
「
を
調
査
し
、
当
該
四
半

始
の
日
の
前
十
日
ま
で
に
決
裁

第
九
十
五
条
第
二
項
中
「
た

書
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第

５

課
長
及
び
所
長
は
、
前
項

を
添
付
し
た
振
替
伝
票
（
現

じ
。
）
に
よ
り
決
裁
を
受
け

明
書
の
う
ち
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

章
名
を
付
す
る
。

に
改
め
る
。

法
）

当
金
の
計
上
は
、
簡
便
法
（
当
該

退
職
者
を
除
く
。
）
が
自
己
の
都

手
当
の
総
額
に
よ
る
方
法
を
い
う

一
項
を
加
え
る
。

回
議
書
」
を
「
振
替
伝
票
」
に
改

舶
」
の
下
に
「
、
リ
ー
ス
資
産
」

産
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「

固
定
資
産
所
管
替
回
議
書
」
を
「

を
受
け
た
上
」
を
削
る
。

を
削
る
。

第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項

加
え
る
。

の
規
定
に
よ
り
決
裁
を
受
け
た
と

ば
な
ら
な
い
。

。な
卸
資
産
出
庫
回
議
書
」
を
「
文

よ
り
当
該
た
な
卸
資
産
を
出
庫
す

議
書
」
を
「
当
該
文
書
」
に
改
め

長
及
び
所
長
か
ら
四
半
期
ご
と
に

期
ご
と
の
」
を
「
に
基
づ
き
、
」

を
受
け
な
け
れ
ば
」
を
「
作
成
し

な
卸
資
産
購
入
回
議
書
に
」
を
削

五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と

金
の
支
払
を
伴
う
場
合
に
あ
つ
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ロ
ー
計
算
書
の
作
成
は
、
間
接

事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
全
て

合
に
よ
り
退
職
す
る
も
の
と
仮
定

。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
。

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
施
設

三

投
資
」
の
下
に
「
そ
の
他
の

振
替
伝
票
」
に
改
め
、
同
条
第
三

」
に
改
め
る
。

き
は
、
直
ち
に
当
該
振
替
伝
票
を

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「

る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
裁
を
受
け

、
同
条
第
四
項
中
「
振
替
回
議
書

提
出
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
」
を

に
、
「
作
成
し
、
当
該
四
半
期
の

な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

り
、
「
添
え
て
」
を
「
添
付
し
た

き
は
、
検
査
調
書
及
び
必
要
な
書

は
、
支
払
伝
票
。
次
項
に
お
い
て

二

法 のし 利資項 企当た」 削開文類同



平成 年 月 日 月曜日

測

山 口 県

第
第
百第

し
、七第別

報

る
。第

項
中第

回
議第

「
第

（号 外 ）

第第
書
を

「
支

当
通

る
。第

」
等

費
量

に
、

理
整

を
費

林
植

百
四
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め

四
十
五
条

削
除

「
第
二
節

決
算
」
を
削
る
。

百
四
十
九
条
第
一
項
中
第
九
号
を

第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

百
四
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
二

表
の
電
気
事
業
勘
定
科
目
表
資

百
四
十
条
第
一
項
中
「
支
出
予
算

「
流
用
回
議
書
に
よ
り
」
を
削
る

百
四
十
一
条
中
「
「
予
備
費
充
当

書
」
を
「
、
「
予
備
費
充
当
申
請

百
四
十
四
条
第
二
項
中
「
第
十
二

八
章

経
理
状
況
の
報
告
及
び
決

第
一
節

経
理
状
況
の
報
告

百
三
十
九
条
第
三
項
中
「
、
目
、

百
三
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
毎

」
を
「
定
期
又
は
臨
時
に
予
算

出
予
算
配
当
要
求
書
」
を
「
予
算

知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

百
三
十
九
条
の
四
第
二
項
中
「
支

」
。

る
す

を

」
費

林
植

に
、」

る
。

第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九

る
。

条
」
を
「
第
四
十
八
条
及
び
第

産
勘
定
の
部
固
定
資
産
の
表
中

測

配
当
要
求
書
」
を
「
予
算
配
当

。申
請
書
」
と
、
「
流
用
回
議
書

書
」
に
改
め
る
。

条
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
号

算
」
を
「
第
八
章

決
算
」
に

節
及
び
細
節
」
を
「
及
び
目
」

四
半
期
の
十
日
前
ま
で
に
当
該

配
当
要
求
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を

配
当
要
求
書
」
に
、
「
支
出
予

「
又
は
臨
時
に
予
算
の
配
当
を

出
予
算
執
行
計
画
整
理
簿
」
を

を 号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と

四
十
九
条
」
に
改
め
る
。」

用
費

の
接

直
び

及
量

を

要
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二

」
と
あ
る
の
は
「
予
備
費
充
当

」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

に
改
め
る
。

四
半
期
の
支
出
予
算
配
当
要
求

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

算
配
当
通
知
書
」
を
「
予
算
配

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
」
を
削

「
予
算
執
行
整
理
簿
」
に
改
め

用
利
設
施
給

供
ス
ガ
気

電
」
権

「

を

用
利

設
施

給
供

ス
ガ

気
電

権

三

」
に
、

」
を

」

」
産
資

ス
ー

リ
、

に
、

」
を に

、



平成 年 月 日 月曜日

り
、

「

山 口 県 報

に
と

「

号 外 ）

」
、

款
、

目
科

を

ご
業

事
帯

附

」

」
に

と

に
改
め
、

」

」
を

に
、

を

削

」

に
、

ご
業

事
帯

附
、

い
い

動
資
産
の
表
を
次
の
よ
う
に
改

産
資

動
流

項
款

め
る
。

備
目

」

考

に
改
め
、
同
部
流

」
を 四



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

項
款

別
表
の
電
気
事
業
勘
定
科
目

目
表
負
債
勘
定
の
部
及
び
資
本

債
負

定
固

備
目

表
資
産
勘
定
の
部
繰
延
勘
定
の
表

勘
定
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

定
勘

債
負

五

考

を
削
り
、
別
表
の
電
気
事
業
勘
定

。

科



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報

流

号 外 ）

債
負

動

項
款

備
目

考

六



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報

剰

号 外 ）

資

金
余

項
款

金
本

項
款

備
目

定
勘

本
資

備
目

考考

発
力

水
小
中

益
収
外
業
事

金
給
補
子

利
費
設
建
電

」

を

に
、

「 ）
し
崩

」

「
別
表
の
電
気
事
業
勘
定
科
目

「

水
渇

料
力
電
所

電
発
）
何

当
引
備
準
取
は
又

を

入
戻

金
受

前
期
長

」

に
、

表
収
益
勘
定
の
部
収
益
の
表
中

に
、

七

」

」
益
収
的
常
経

を

」
益
収
常
経

を

」
を

」
に
、



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 号 外 ）

別

費

表
の
電
気
事
業
勘
定
科
目
表
費
用

用

項
款

」

勘
定
の
部
費
用
の
表
を
次
の
よ

備
節

目

に
改
め
、

う
に
改
め
る
。

考

八



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

九



平成 年 月 日 月曜日

償 構

山 口

」
用

県 報

別

（号 外 ）

水
原

額
計
累

却
価

減
物

築

配 額
計
累

却
償

価
減
備

設

額
計
累

却
償

価
減
備

設
水

却
償

価
減

物
築
構

他
の

そ

額
計

累

」
を
「

却
償
築
構

を

」
等

費
量

測

に
、

額
計

累
却

表
の
工
業
用
水
道
事
業
勘
定
科
目

「

価
減

物
建

額
計
累
価

減
物

」
に
、

却
償

価
減

物
建
用

所
務

事

価
減

物
建

用
設

施
額
計

累

物
建

用
舎

公
額

計
累
却

償他
の

そ
額

計
累
却

償
価

減

額
計

累
却

償
価

減
物
建

」
を
「

額
計

累
却

償
価

減
物

建

表
資
産
勘
定
の
部
固
定
資
産
の

償

」
に
、

表
中

費
の
接

直
び

及
費

量
測

計
累

却
償
価

減
備
設
測
計

価
減
置
装

械
機
他
の
そ 額

額
計
累
却

償

」

「

却
償
価
減
置

装
び
及
械
機

償
価

減
備

設
気
電

額
計
累

価
減
備
設
燃
内 額

計
累
却

備
設
プ
ン
ポ 額

計
累
却
償額
計

累
却

償
価
減

を

却
償

価
減
置

装
び

及
械
機

額
計
累

」
に
、

」
を

一
〇



平成 年 月 日 月曜日

「出「

山 口 県

」
条

「投

報 （号 外 ）

」

金
資

」
に
、

を

法
民

治
明

第
律

法
年

資

本
は
又

道
水

用
業
工

）
何局

を
「

資
の
資
投

」

局
本

」

出

第
）

号
」

条

に
、

産
他

の
そ

は
又
道

水
用

業
工
）

何

に
、

「

券
証

金
資

」

を

」
を
「

」
に
、

そ

債
社

式
株

債
国

債
方

地

価
有
他
の

を

」
に
、

第
法

民

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

産
資

動
流

項
款

「

備
目

一
一

」
に
改
め
、
同
部
流
動
資
産
の

考

」
に
、

」
を

表



平成 年 月 日 月曜日

別
道
事

固

山 口 県 報 （号 外 ）

表
の
工
業
用
水
道
事
業
勘
定
科
目

業
勘
定
科
目
表
負
債
勘
定
の
部
及

債
負

定

項
款

表
資
産
勘
定
の
部
繰
延
勘
定
の

び
資
本
勘
定
の
部
を
次
の
よ
う

定
勘

債
負

備
目

表
を
削
り
、
別
表
の
工
業
用
水

に
改
め
る
。

考

債
負

動
流

項
款

備
目

考

一
二



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

金
余

剰

項
款

金
本

資

項
款

備
目

定
勘

本
資

備
目

一
三

考 考



平成 年 月 日 月曜日

別
「益 そ 雑

山 口 県 報 号 外 ）

」

」

表
の
工
業
用
水
道
事
業
勘
定
科
目

収
雑
他

の
益

収
水

工
）

何

を
「

表
収
益
勘
定
の
部
収
益
の
表
中」」

に
、

息
利

取
受

金
当
配

取
受

」
を
「

をに
、

」
に
、

を
「

益
収
常
経

」
に
、

「

息
利
券
証
価
有

」
を
「

」
を

」
に
、

」
に
、

」

」
に
、「

益
収
的
常
経

を

」
を

」 」
をに

、

一
四

」



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報

費

号 外 ）

「
別用

項
款 表

の
工
業
用
水
道
事
業
勘
定
科
目

備
節

目

」

表
費
用
勘
定
の
部
費
用
の
表
を

考

に
改
め
、

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
五



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

一
六



平成 年 月 日 月曜日 山 口 県

（
経

２
第る

報

（
施

１

（号 外 ）

過
措
置
）

平
成
二
十
五
年
度
の
決
算
に
つ
い

百
十
七
条
、
第
百
四
十
九
条
第

。
附

則

行
期
日
）

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
六

て
は
、
改
正
後
の
山
口
県
企
業

一
項
及
び
別
表
の
規
定
に
か
か
わ

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

局
財
務
規
程
第
九
条
第
一
項
、

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

一
七



平
成
二

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
六
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


